
平成２６年３月３１日 

 

 

河内長野市長 芝田 啓治 様 

 

 

河内長野市生活保護費不正支出事件外部調査委員会 

委員長  新 倉   明 

 

 

 

生活保護費不正支出事件について（中間答申） 

 

 

本委員会は、平成２５年１１月２１日に河内長野市長から「生活保護費

不正支出事件について」諮問を受け、これまで計１６回にわたり会議を開

催し、市の内部調査や検証結果、刑事告訴の内容、生活保護システムなど

の説明を受け、また当時の状況などについて直接関係者から聴取を行うな

どして、３名の委員による慎重な審議を重ねてきた。本日、ここに中間答

申として取りまとめたので、報告します。 

 



 

 

 

生活保護費不正支出事件について 

中 間 答 申 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年３月３１日 

 

 

河内長野市生活保護費不正支出事件外部調査委員会 

 



1 

 

はじめに 

河内長野市地域福祉部生活福祉課元職員（懲戒免職。以下「本件元職員」という。）

による生活保護費の着服横領事件が発覚し、平成２４年１０月４日、不正事案の全容の

究明と再発防止策の策定を目的に、同市副市長を長とする生活保護費不正支出調査等委

員会（以下「内部調査委員会」という。）が設置され、内部調査が開始された。河内長

野市長は、これに加えて、第三者の視点から、同市から独立して本件事件を調査、検証、

審議することを目的として当委員会を設置することとし、我々委員が受任した。 

当委員会は、河内長野市長からの諮問を受け、平成２５年１１月２１日、第１回委員

会を開催した以後、平成２６年３月２７日までの間、１６回にわたって委員会を開催し、

本件事件に関わる同市地域福祉部生活福祉課等の見分をはじめ、生活保護法関係法令、

生活保護費支給に係る関連書類、生活保護費不適正支出に関する河内長野市議会特別委

員会の検討資料等の関係資料を入手して検討するとともに、生活保護行政を所管してい

た元保健福祉部長ら関係者のヒアリング等を行ってきた。 

当委員会は、本年３月３１日までに答申するように諮問されていたが、内部調査委員

会の調査が現在なお継続されており、また、当委員会に追加の諮問もなされたことから、

最終答申するまでに至らない状況である。しかし、河内長野市の生活保護行政の改革、

改善に資するためには、できるだけ早期に方向性だけは示す必要があると判断し、当委

員会の調査の結果について中間の答申をすることとした。 

今後、追加諮問事項を含め、引き続き調査、検証及び審議をしていき、本中間答申に

ついて寄せられた意見等も踏まえ、最終答申をしたいと考えている。 

 

第１章 諮問事項（１）について 

本件事件の経緯、背景その他事実関係の解明に関すること 

第１ 本件発覚の経緯 

１ 本件元職員の経歴等 

本件元職員は、平成５年４月１日、河内長野市事務職員に採用され、水道局に

配属された後、平成１３年１０月１日、保健福祉部福祉総務課（現生活福祉課）

に配置換えとなり、平成２３年４月１日、都市建設部まちづくり推進室に配置換

えとなるまで、社会福祉法に定める現業を行う所員であるケースワーカーとして

生活保護費支給や生活保護費受給者の支援を担当していただけでなく、生活福祉

課が導入している電算システムである生活保護システムのシステム担当であっ

た上、平成１７年７月ころから平成１９年３月までの間及び平成２１年１月から

平成２３年３月までの間、経理事務の職務をも担当していた。 

２ 発覚の経緯等 



2 

 

⑴ 生活福祉課において、平成２３年４月、記録上支給されたことになっていた

葬儀費用について葬儀会社から市に未払いであるとして請求が来たり、生活保

護システム上の集計表を見たところ、既に生活保護を廃止していた受給者に平

成２３年３月に生活扶助として４２９７万１６２円、住宅扶助として８１４万

５７２２円合計５１１１万５８８４円が支給されたこととなっていたり、同年

５月下旬、会計課から平成２２年度の資金前渡金３件が未精算と指摘があり、

本件元職員に連絡したところ、本件元職員が、精算に必要な領収書を保管して

いて、それを使って精算処理をしたり、平成２４年２月、生活保護システムの

生活保護支給台帳をみると、毎月支給しても年に１２回にしかならないのに、

１３回おむつ代の支給が決定され支給されていたり、定例支給について、同一

ケース番号で、同一月に銀行振込分と生活福祉課窓口払い分が存在し、その窓

口払いの担当者が本件元職員になっていることなど生活保護費支給について、

多くの不審な事務処理が行われていることが発覚した。 

⑵ 河内長野市では、平成２４年１０月４日、これらの不審な状況を受けて副市

長を長として内部調査委員会を設置して調査を開始した。 

その調査の過程で、本件元職員による生活保護費の着服横領の疑いが濃厚と

なり、河内長野警察署に相談しながら、継続調査を行った。その結果、平成２

５年１０月時点で、本件職員による生活保護費の不正支出は、１,３２６件、２

億６６３４万６２８５円であることが判明した。 

⑶ 河内長野市長は、平成２５年１０月４日河内長野警察署長に対し、本件元職

員を業務上横領により告訴をし、同月２１日、本件元職員が同罪により逮捕さ

れ、同年１１月１１日、大阪地方裁判所堺支部に起訴され、刑事裁判が継続中

である。 

  また、現在も内部調査委員会において、不正支出の詳細を調査継続中である。 

第２ 本件不正支出の手口等 

１ 定例支給（毎月定期的に支給される生活保護費）について 

⑴ 定例支給における着服横領の手口 

① 本件元職員が定例支給において生活保護費を横領する手段に用いたのは、

生活福祉課での「窓口払」であった。 

② 本件元職員は、生活保護システム上、虚偽の保護決定調書を入力すると、

虚偽の保護決定調書記載どおりの生活保護費の支給手続きができることに

なるのを悪用し、システム担当として同システムのすべての分野にアクセス

することができたことから、生活保護システム上、虚偽の保護決定調書を作

成し、本来は主幹兼査察指導員等決定権者だけしかアクセスできない決裁管
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理分野にアクセスし、虚偽の保護決定調書に支給決定入力を行った。 

③ その上で、本件元職員は、経理事務担当として生活保護システム上、虚偽

の保護決定調書による支給額を含めた水増しした翌月の生活保護費支給額

の経理処理を行い、その結果に基づき、財務会計システムを用いて支出負担

行為書、支出命令書を作成してプリントアウトし、生活福祉課長等の決裁を

受け、会計課に回して虚偽の保護決定調書記載の生活保護費を含めた「窓口

払」用の現金を受け取った。その後、受給者ごとに現金を支給用封筒に入れ、

虚偽の保護決定調書に相当する生活保護費については、本件元職員が担当す

る受給者として保管し、これを着服して横領した。 

⑵ 着服横領の発覚を免れた方法 

生活福祉課の窓口で受給者に支給した際に用いる受給者の領収書は、「生活

保護費支給内訳書」の受給者名義の受領印欄に押印する方法で領収書としてい

た。この内訳書は、ケースワーカー別に、プリントアウトされることから、本

件元職員は、虚偽の保護決定調書を作成する際に、本件元職員担当の受給者と

して処理されるようにし、これに保管していた５５０本余りの多数の判子の中

から同一氏名の判子を用いて押印するなどして、水増し分の領収書を偽造し、

これを正規の受領印のある他のケースワーカーの生活保護費支給内訳書とと

もに、生活福祉課長等の決裁や会計課に回付する精算書の添付資料として提出

することにより、不正発覚を免れていた。 

２ 追加支給（定例支給以外に支給される生活保護費） 

⑴ 追加支給における着服横領の手口 

①  追加支給用の資金前渡金は、会計課から生活福祉課長名義の前渡金管理

口座に振り替え入金され、経理事務担当が、預金通帳、キャッシュカード

及び登録印を保管し、必要な都度通帳及びキャッシュカードを使って現金

を引き出していた。同口座から現金を引き出した後は、通帳に記帳された

出金金額欄の横に受給者名をメモするだけで、主幹兼査察指導員や生活福

祉課長の検認を受けることはなかった。 

② 本件元職員は、生活保護システム上で、虚偽の保護決定調書を作成し、決

定入力をした後、削除するか、あるいは、虚偽の保護決定調書を作成するこ

ともないまま、正規の追加支給分に紛れて、前渡金管理口座から現金を不正

に出金し、これを着服横領していた。 

⑵ 着服横領の発覚を免れた方法 

①  本件元職員は、書き損じたときの予備に必要であるなどと称して、日ご

ろから、ケースワーカーに金額等を白地とした領収書用紙に受給者の受領
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印を押印させたものを複数枚もらってくるように指示し、これを不正支出

に係る偽の領収書として利用したり、保管していた前記５５０本余りの判

子を利用してこの領収書を偽造し、精算書に添付して発覚を防いでいた。 

② また、追加支給に充てられる前渡金管理口座の入出金は、生活保護システ

ムと連動していなかったことから、本件元職員は、保護決定調書を作成せず

に着服横領した不正支出額を随時あるいはまとめて入力して生活保護シス

テム上の支給金額と実際支出した金額である財務会計システムの支給額と

を合致させて発覚を防いでいた。 

第３ 本件の原因及び問題点 

１ システム担当と経理事務担当の兼務の問題 

⑴ システム担当は、本来、生活保護システムの保守、改善を担当し、生活保護

システム上、すべての分野にアクセスができ、また入力もできた。 

⑵ システム担当と経理事務担当を兼務することは、生活保護システム上、虚偽

の保護決定調書を作成し、決定決裁の入力を行い、保護決定がなされたように

し、その上で、定例支給であれば会計課から現金を受け取ることができ、追加

支給であれば、前渡金管理口座から現金を引き出すことができた。また、追加

支給については、現金を引き出して横領した後、生活保護システム上、虚偽の

保護決定調書等を作成するなどすれば、その不正が発覚するのを防ぐことがで

きた。 

このように、本件元職員は、システム担当と経理事務担当を兼務していたこ

とを悪用して、ほしいままに生活保護費の不正支出を行ってこれを着服横領

し、事後的にもシステム利用権限を悪用して不正発覚を免れていたものであ

る。 

⑶ このような権限を与えられていたシステム担当と経理事務担当とを一人に

兼務させていたことが、本件を惹起した最大の原因だと認められた。 

２ 生活福祉課経理部門における決裁の問題 

⑴ 生活福祉課では、保護決定がなされた後の支給手続である経理事務について

は、会計課に対する支出行為負担書、支出命令書、精算書の決裁が行われてい

ただけである。 

定例支給の支出負担行為書、支出命令書の決裁に際して、添付される資料は、

銀行振込では、「保護費口座振替明細書」、生活福祉課の窓口での現金払いに

ついては、「保護費支給内訳書」の各一覧表が添付されるだけで、受給者の保

護決定調書と一覧表の支給額とを逐一対比することはおよそ困難であり、その

一覧表の中に虚偽の支給が紛れ込んでいても、見つけることは不可能な状態で
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あった。 

追加支給に係る前渡資金については、何らの資料も添付せず、翌月に予測さ

れる支給金額を記載した支出負担行為書、支出命令書の決裁を受けるだけであ

った。そのため、決裁は、形式的にならざるを得ない状態であった。 

⑵ また、定例支給、追加支給を問わず、資金前渡金の精算をしなければならな

いが、精算書には、支給総額を記載した精算書と受給者の領収書が添付される

だけである。しかも、定例支給の領収書は、一覧表形式で、受領印欄に判が押

されているだけであり、追加支給の領収書は、単票として手書きされているが、

受給者が受領印欄に押印するだけであり、偽造された領収書を見破ることは不

可能に近い状態であった。 

⑶ 他方、前渡金管理口座の通帳及びキャッシュカードは、本来生活福祉課長が

管理することになっているが、当時の生活福祉課長は、通帳及びキャッシュカ

ード等の管理を経理事務担当に任せ、生活福祉課長自らも、また、主幹兼査察

指導員も同通帳を見たり、前渡金管理口座の出金状況の報告を求めることもな

かった。 

⑷ このように、生活福祉課では、生活保護費の現金支給手続きに対する点検、

決裁はないに等しい状況であった。このことが、本件元職員が生活保護費支給

名目に現金を着服横領することができた大きな原因の一つになったと認めら

れる。 

３ 人員配置等の問題 

⑴ 管理監督者の問題 

当時の生活福祉課長においては、主幹兼査察指導員や経理事務担当職員を信

頼すると称して、前渡金管理口座の通帳を確認したこともなく、およそ、経理

に関する管理監督機能を果たしていなかった。 

また、当時の主幹兼査察指導員は、多忙を極める中、経理決裁も行うという

ことが常態化し、本件元職員について、職務に熱心で、仕事ができるとして信

頼し、本来主幹兼査察指導員が行うべき生活保護システム上の保護決定調書の

決定入力も行わせ、主幹兼査察指導員の決裁を通じての管理監督が行われてい

なかった。 

このように、管理監督者がその職責を果たさなかったことが、本件を生じさ

せた大きな温床であったと認められた。 

⑵ 主幹兼査察指導員の問題 

 平成１１年４月から平成２０年９月まで主幹兼査察指導員をしていた職員

は、精神的な体調を崩し病気休暇を取らざるをえなくなり、平成１１年１０月
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からケースワーカーをしていた職員に主幹兼査察指導員の発令をして引き継

がせたが、前任者と同様に精神的な体調を崩し病気休暇を取得せざるをえなく

なった。２代続いて主幹兼査察指導員が精神的な体調を崩して病気休暇を取ら

ざるを得なかったことは、異常であり、個人の問題と言うより、主幹兼査察指

導員の職務が激務であることを示しており、これも、本件の誘因となったと思

われる。 

⑶ ケースワーカーの問題 

平成２１年４月当時、各ケースワーカーはおおむね１１０件から１２０件の

ケースを担当しており、かなり加重な業務量であったと思われる。 

生活福祉課は、経理事務担当が休職してアルバイト職員が補充されるだけの

状況下で、本件元職員に、システム担当と経理事務担当を兼務させ、しかも、

事実上、ケースワーカーとして処遇困難ケースも担当させることで、多忙な業

務を処理していこうとしたことが窺え、ケースワーカーの人員不足も本件元職

員任せにすることとなった原因になり、本件の誘因になったと思われる。 

４ 職場の環境の問題 

 当時の生活福祉課長において課内職員の勤務状況を十分に把握していなかっ

た上、主幹兼査察指導員において、課長に対する信頼がなく、本件元職員が配置

換えになった平成２３年４月以降、職員が、生活保護システム上、不審な経理処

理を見つけながら、生活福祉課長に報告しなかったり、報告しても生活福祉課長

から何ら指示がなかったりとしたことに端的に表れているように、報告、相談、

連絡が徹底せず、風通しの悪い職場環境であったと認められ、また、生活福祉課

において他人名義の多数の判子を保管していることに違和感を覚えず、些細なこ

とでも、不審な点については、その原因を徹底的に調査・解明して、その対策を

とるという職場の雰囲気でもなかった。これらのことが、有能と評価されていた

本件元職員を増長させ被害を増大させた遠因となっていると思われる。 

 

第２章 諮問事項（２）について 

再発防止策の提言に関すること 

第１ 河内長野市が本件発覚後採った措置 

１ 経理事務担当と電算システム担当の分離 

平成２３年４月に、経理事務担当であった産前産後休暇・育児休業（以下「産

休育休」という。）の職員が職場に復帰したことから、本件元職員が行っていた

経理事務担当と電算システム担当との兼務が解消された。 

２ 現業員と経理事務担当の分離 
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産休育休の職員が職場復帰したことにより、経理事務担当として従前どおり専

従することとなったことで、経理事務担当が事実上でもケースを担当することが

なくなり、解消された。 

３ 口座振込による支払いの奨励 

        定例支給及び追加支給ともに、口座振込による支払いを奨励し、現金による随

時払いを縮減した。その結果、生活福祉課窓口払いが、月平均件数及び月平均支

給金額について、平成２２年度には１１５件、約１６００万円であったのが、平

成２５年４月から１０月までは２２件、約１９８万円に減少した。 

 ４ 追加支給の定例化 

       従前の追加支給は、大半が随時払いであったところ、これを毎月３回（おおむ

ね５日、１５日、２５日）に分けて支給することとした。 

 ５ 資金前渡金による随時払いの適正化 

  前渡金管理口座からの現金出金に用いるキャッシュカード等を生活福祉課長

が保管し、随時払いを行う際に、経理事務担当がキャッシュカード等を借り受け

て出金することでチェック機能を働かせるとともに、上記の追加支給の定例化に

より、現金出金による随時払いを極力縮減することとした。 

 ６ 経理事務担当管理職の配置 

平成２５年４月に、管理職である主幹（同年１１月から参事）を設けて経理担

当事務の管理をすることとし、管理職レベルでも現業と経理事務の分離を行っ

た。 

７ 手書き領収書の廃止 

追加支給の領収書について、受給者ごとの単票式の領収書を生活保護システム

で作成・プリントアウトして用いることとし、生活保護システムで支給を決定入

力しなければ、領収書をプリントアウトできなくなり、この限りで生活保護シス

テムと追加支給とがリンクするようにした。 

８ 資金前渡金の精算の際の添付資料の充実化 

追加支給用の資金前渡金の精算の際、決裁資料として領収書に加えて、生活保

護システムで保護決定の決裁を了した後にプリントアウトすることができる支

給決定通知書、前渡金管理口座通帳等の各写しを添付させ、現金支給の適正につ

いて審査して決裁することとした。 

９ 弁護士による全職員に対するコンプライアンス研修の実施 

 河内長野市は、全職員を対象として、平成２５年１１月１９日から同年１２月

６日までの間に６回に分けて弁護士による特別研修「コンプライアンス研修」を

実施するとともに、受講した職員から受講レポートを徴した。 
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第２ 河内長野市が採った措置に対する当委員会の意見 

１ 本件元職員は、システム担当と経理事務担当を兼ねていたことを悪用して生活

福祉課窓口払いにおける現金を着服横領していたことから、その原因となったシ

ステム担当と経理事務担当を形式上も実質上も分離し、また、ケースワーカーが

経理事務担当を兼ねることは不正の温床となるので、それも分離したことは、原

因の一部を取り除くことになり、評価できる。 

２ 現金による支給を縮減するため、定例支給、追加支給ともに口座振込による支

給を奨励し、「窓口払」による現金支給を減少させたこと、追加支給を月３回に

定例化して随時払いを減らし、これらにより、前渡金管理口座から出金する追加

支給を月に２０件程度に減少させたことは、不正の介在する余地を減少させてい

ると評価できる。 

３ 前渡金管理口座から現金を引き出す際、生活福祉課長からその保管するキャッ

シュカード等を借り受けることとし、さらに、主幹兼査察指導員とは別に経理担

当管理職を置き、精算書には、生活保護システムで作成した領収書及び支給決定

通知書等の写しを添付することにより、支給内容を実質的に決裁できるようにし

たことも評価できる。 

４ 河内長野市全職員に対する特別研修も、生活福祉課職員だけでなく、全市を挙

げてコンプライアンス意識を向上させることになり、評価できる。 

第３ 当委員会の提言 

  河内長野市においては、本件発覚後、上記のとおりの措置を講じており、それ

ぞれ評価できるところであるが、なお、以下のとおりの措置を講じることを提言

する。 

１ 決裁制度の意義の自覚と実践 

当時の生活福祉課長及び主幹兼査察指導員は、部下職員を信頼し任せていたと

述べるが、それは、管理者として、決裁制度の本来の目的を理解せず、管理者と

しての自覚が欠如していたことに他ならない。 

決裁は、部下職員が上司に対し判断を求めてきたとき、上司において、部下職

員の判断の適法性、妥当性及び過誤の有無をチェックする制度である。決裁制度

は、元々部下職員が不正をしていないかをはじめとして過誤をしていないかを見

ることを眼目としており、誤解をおそれずに言えば、上司の部下職員に対する不

信に基づく制度である。 

 決裁する立場の者と決裁を受ける立場の者との間に信頼関係がなければ、同じ

職場でともに仕事ができないことや上司が部下職員に仕事を任すことができな

いのも確かである。 
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 しかし、その信頼関係と決裁制度とは別のものである。部下職員を信頼しつつ、

部下職員が不正や過誤を犯していないかチェックするのが決裁制度である。 

 改めて決裁権者は、決裁制度の意義を再確認し、効果的な決裁を心がけるよう

にすることが必要である。 

２ 生活福祉課業務を組織的に対応して処理する体制の構築 

本件元職員においては、ほぼ連日午後１０時以降まで残業することが常態化し

ており、人事課から是正が指摘されていたにもかかわらず、生活福祉課長等は、

形式的にこれを少なくするよう指示するにとどまり、何らの抜本的解決を図ろう

とした形跡が認められない。 

職員を管理すべき立場にある者として、部下の業務実態等を日ごろから把握

し、改善をすべき点を具体的に指導し、あるいは一部の職員に業務が集中した場

合には、その一部を他の職員に割り振るなど組織的に業務負担の平準化を図るべ

きである。そうすることによって、他の職員によるチェックも可能となる。 

管理職としては、生活福祉課内の状況や職員の抱える業務の実情を把握するた

め、生活福祉課全体でミーティングを開催するとか、あるいは、職員を幾つかの

グループに分けてミーティングを行うなどして、日ごろから生活福祉課及び部下

職員が抱える問題を理解し、それを共有化して組織的に速やかに対応できるよう

にすべきである。 

３ 電算システムの改良 

⑴ 保護決定と支出のシステム化 

現在の生活保護システムは、保護決定がなされれば、その後は、適正に支給

手続きがなされるものとして、支給した月日、内容等を入力するシステムにな

っていない。したがって、支給された生活保護費が保護決定に基づいて支給さ

れたものかをチェックできないシステムとなっている。この点、支給決定と支

給手続きとが連動し、チェックできるシステムに改良すべきである。 

⑵ 入力履歴の保存機能の充実化 

生活保護システムに入力履歴を保存し、誰が、何時、どのような操作をした

か事後的にでも検証できるようにすべきである。 

４ 内部監査制度の充実化 

現金を扱う生活福祉課に対して個別に行う小規模の内部監査を充実させるべ

きである。例えば、前渡金管理口座、保管用の鞄の内容物等について、四半期に

一度とか、他部署の管理職が監査を実施するという方法も考えられる。 

５ 職員の研修の充実化 

⑴ 職員の研修において、本件を教訓として生かした具体的なコンプライアンス
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教育を実施するなどして継続的に職員のモラルの向上を図る必要がある。 

⑵ 職員の採用後５年、１０年、１５年、２０年とある程度の期間をおいて研修

を実施し、それぞれの段階に合わせた公務員としての自覚、職場組織における

立場及び役割の自覚を促し、今後必要とされるスキルの向上の機会を設けるの

も一つの研修のあり方と思われる。また、主幹、課長、部長といった階層ごと

に、各階層に必要とされるスキル等の研修を実施するなど横断的な研修の充実

強化も一つの研修のあり方と思われる。 


